
（該当業務： ）

）

）

③

(①または②の場合)

年度

根拠条例等

根拠法令要綱等

経済的な理由により就学困難な児童に対する就学援助を行うこと
により、全ての児童が均等に義務教育を受ける機会を保障し義務
教育を円滑に実施する。

事業の対象（誰に対して・何に対して）

保護者の申請に基づき、経済的に就学困難と認定した児童の学用品費、給食費などのうち、生活保護費と重複しない種類
の費用の一部を援助する。
（種類）学用品費・通学用品費、校外活動費、通学費、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費、体育実技用具費、学校給食
費、医療費

根拠法令要綱等

Ｂ Ｃ

年度未定

学校教育法第19条、西脇市就学援助規則

②

完了予定年度事業開始年度 昭和６３

平成21年度の実施内容・成果

基
本
事
項

教育委員会

事務事業名

行動計画掲載

総事業費 百万円 百万円 百万円

平成21年度の実施内容・計画どおり実施できなかった理由

企画政策課
意 見

百万円

市 長 指 示 事 項 等

以降

展開方針
（年度別の事業内容）

平成20年度（参考） 平成21年度 平成22年度 平成23年度

基礎・基本教育の充実と質の高い学習の展開

款０１

02

法令名・根拠条文

目

事業の内容（目的達成のための手段・方法）

◆◇◆ 事 務 事 業 評 価 票 ◆◇◆

教育費

03 中学校費項

01 一般会計財
務
科
目

人間力を培う教育環境の充実

基 本 政 策

森本寿文

事業の目的（どういう状態にしたいのか）

扶助費

教育振興費

課名

学校教育課

番号 所属長名

03

０１

総
合
計
画

部名

中学校要・準要保護就学援助事業

枝番号

10

会計こころ豊かな人が育ち、いきいきと活躍できるまち（教育・文化・スポーツ）

事
務
事
業
の
概
要

百万円 百万円

Ａ

確 認 項 目

政 策

施 策

優先度◆◇◆ 総合計画・行動計画 施策シート ◆◇◆

委託の場合

西脇市内に住所を有し、現に居住している保護者で、経済的理由によ
り就学困難と認められる中学校児童の保護者（就学困難世帯に準ず
る程度に困難な世帯を含む）

①

根拠条例等

補助・単独

実施形態

正規職員が関与すべき法的義務性

国・県の補助金有り 市単独

なし あり

直営 一部委託 その他（補助・負担金全部委託

入札 随意契約（契約先：

① 計画どおり進んでいる。

② おおむね計画どおり進んでいる。

⑤ 完了・達成（計画事業の終了）

③ 着手しているが、計画よりも遅れている

④ 計画どおり着手していない。

総合計画対象事業

市長公約・懸案事項

議会確認事項

Ａ Ｂ Ｃ

新規 継続 単年度

市単費上乗せ

義務実施事業

努力義務実施事業

任意実施事業

経常 臨時
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【１次評価】 評価実施：平成21年度

【２次評価】 評価実施：平成21年度

【３次評価】

経済的理由により就学困難な世帯に対し、就学に必要な経費のうちの一部を助成する事業であ
り、教育を受ける権利・機会を保証するとともに、保護者の経済的負担を軽減している。
学校教育法に定められた就学支援であり、平成16年度までは国庫補助金が交付されていたが、
平成17年度以降は普通交付税に算入されている。

評価結果

判
断
理
由

改
善
策

５ 市民ニーズの把握

改
善
策

保護者の経済的理由により就学が困難な生徒のために必要な事業であるため、審査基準を明確
にするとともに、民生委員等の協力を得て生活実態を調査するなど、真に援助を必要とする保護者
に対する支援とする必要がある。

評価結果 判
断
理
由

改
善
策

判
断
理
由

評価結果 昨今の経済情勢を鑑みれば、経済的な理由により就学が困難な生徒の保護者に対し、教育に係
る費用の一部を援助することにより、義務教育の円滑な実施運営に資することが出来ていることか
ら,保護者にとっては必要不可欠な制度となっている。

厳しい雇用情勢等に鑑み出来る限り状況に即した対応が求められている。

４
３

実施主体の妥当性

受益者負担の適切さ

評 価
ポイント

事業の優先度（緊急性）

直接のサービスの相手方
５
５

事業の必要性

受益者負担の適切さ

援助認定数

予算措置から見た認定数

目標値
実績値

達成度
目標値

単価

実績値

達成度
目標値
実績値

達成度

91.72% 108.55%
82,951円 83,697円

151

14,053

0

14,053

特定財源

活
動
指
標

（
目
標

）

単価

名称

説明

名称

説明

150 157 152

一般職員所要人員 (B) 人

特定財源

一般財源

事業費(決算額) (A)

12,900 14,205

0 0

14,053

22年度

0

29

単位

千円

0

一般財源

12,686

14,053

0

13,627

13,627

18年度 19年度 20年度 21年度

11,787

事
務
事
業
デ
ー

タ (C) 千円 158

14,205

(A')事業費(予算額または見込額）

13,306

13,335

0

12,900

11,787

12,686

475

0.06

158

11,945 13,810総コスト[(A)+(C)] (D) 千円 12,844

受益者負担額 (E) 千円

実績値

受益者負担率[(E)/(D)] (F) ％ 0.0% 0.0% 0.0%

22年度

161 144

107.33%
79,776円

18年度 19年度 20年度 21年度

①

②

達成度

目標値

名称

説明

名称

４
５
２ 実施主体の妥当性

市民ニーズの把握 ５

単価

一般人件費[平均給与×(B)]

②
説明

成
果
指
標

（
目
標

）

①
単価

0.02 0.02

151
165

総
合
評
価

総
合
評
価

総
合
評
価

１評 価
ポイント

事業の優先度（緊急性） ５ 事業の必要性

直接のサービスの相手方 ２

拡充

継続実施

改善・見直し

廃止

抜本的見直し

休止

拡充

継続実施

改善・見直し

廃止

抜本的見直し

休止

拡充

継続実施

改善・見直し

廃止

抜本的見直し

休止
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